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令和元年度（第１１８回）兵庫県大学図書館協議会総会

総 会 次 第

Ⅰ 日 時： 令和元年７月２６日（金） １３：３０～１６：００

Ⅱ 場 所： 園田学園女子大学５号館（３０周年記念館）３階大会議室

Ⅲ 次 第：

１ 開 会 （園田学園女子大学）

２ 当 番 館 挨 拶 （園田学園女子大学）

３ 会 長 館 挨 拶 （ 神 戸 大 学 ）

４ 議 長 選 出 （園田学園女子大学）

５ 報 告 事 項

（１）平成３０年度事業報告について （ 神 戸 大 学 ）

（２）大学図書館関係活動報告について

（３）２０２１年度以降の企画委員館選出方法の見直し及び

「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせの変更について

（ 神 戸 大 学 ）

（４）そ の 他

６ 協 議 事 項

（１）姫路日ノ本短期大学の退会希望について （ 神 戸 大 学 ）

（２）平成３０年度決算報告について （ 関 西 学 院 大 学 ）

（３）平成３０年度会計監査報告について （武庫川女子大学）

（４）令和元年度事業計画（案）について （ 神 戸 大 学 ）

（５）令和元年度予算（案）について （ 関 西 学 院 大 学 ）

（６）令和２年度総会当番館について （ 神 戸 大 学 ）

（７）そ の 他

７ 承 合 事 項

８ 閉 会
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第１１８回 兵庫県大学図書館協議会総会

出 席 者 名 簿

兵 庫 教 育 大 学 附属図書館研究推進課副課長 早 崎 邦 夫

研究推進課図書館チーム主査 永 井 一 樹

神 戸 市 外 国 語 大 学 学術情報センターグループ長 松 永 憲 明

学術情報ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ係長（学術情報担当）橋 本 真 里

神 戸 市 看 護 大 学 図 書 館 図 書 情 報 係 長 乾 和 人

兵 庫 県 立 大 学 学術情報センター主査 生 田 晴 久

学術情報センター司書 佐 野 鮎 美

大手前大学・大手前短期大学 図 書 館 事 務 室 長 守 屋 祐 子

関 西 看 護 医 療 大 学 図 書 館 係 長 硲 裕美子

関 西 国 際 大 学 主 査 井 上 かな絵

関 西 福 祉 大 学 附 属 図 書 館 係 長 奥 澤 広 美

関 西 学 院 大 学 図 書 館 次 長 渡 部 信 吾

図 書 館 運 営 課 長 服 部 耕一郎

甲 子 園 大 学 図 書 館 司 書 片 桐 由美子

甲 南 大 学 図 書 館 課 長 福 井 和 哉

甲 南 女 子 大 学 図 書 館 事 務 課 課 長 補 佐 中 岡 妙 子

神 戸 学 院 大 学 図 書 館 事 務 グ ル ー プ 長 濱 田 敏 和

神 戸 松 蔭 女 子 学 院 大 学 図 書 館 加 川 みどり

神 戸 女 学 院 大 学 図 書 館 課 長 竹 中 園 子

神 戸 女 子 大 学 図 書 館 課 長 津 山 充 代

神 戸 親 和 女 子 大 学 附 属 図 書 館 事 務 室 課 長 石 井 直 子

神 戸 常 盤 大 学 図 書 館 主 任 司 書 原 田 昭 子

神戸山手大学・神戸山手短期大学 図 書 館 課 長 矢 吹 聡

園 田 学 園 女 子 大 学 図 書 館 館 長 浜 口 尚

図 書 館 課 長 桝 井 かず美

図 書 館 事 務 職 員 小 林 理恵子

宝 塚 大 学 附 属 図 書 館 課 長 月 本 一 武

姫 路 獨 協 大 学 附 属 図 書 館 係 長 高 坂 守

兵 庫 大 学 学 修 基 盤 セ ン タ ー 主 査 宮 脇 尊 子

武 庫 川 女 子 大 学 附 属 図 書 館 図 書 課 長 川 崎 安 子

流 通 科 学 大 学 附 属 図 書 館 事 務 職 員 中 川 達 仁

神戸女子大学・神戸女子短期大学 図 書 館 課 長 補 佐 橘 みちほ

産 業 技 術 短 期 大 学 図 書 館 教 務 課 長 谷 川 公曜子

頌 栄 短 期 大 学 図 書 館 長 布 村 志 保

東 洋 食 品 工 業 短 期 大 学 附 属 図 書 館 司 書 遠 田 智 江

豊 岡 短 期 大 学 図 書 館 事 務 課 課 長 代 理 中 尾 悟

湊 川 短 期 大 学 図 書 館 西 村 仁 子
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神 戸 大 学 附 属 図 書 館 事 務 部 長 村 上 健 治

情 報 管 理 課 長 矢 野 真 弓

情 報 管 理 課 長 補 佐 菊 池 一 長

企 画 係 長 兵 頭 尚 恵

欠 席 大 学

海 技 大 学 校

芦 屋 大 学

神 戸 医 療 福 祉 大 学

神 戸 海 星 女 子 学 院 大 学

神 戸 芸 術 工 科 大 学

神 戸 国 際 大 学

神 戸 薬 科 大 学

姫 路 大 学

兵 庫 医 科 大 学

神 戸 教 育 短 期 大 学

姫 路 日 ノ 本 短 期 大 学

出席大学 ３２大学 ４１名

欠席大学 １１大学
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兵 庫 県 大 学 図 書 館 協 議 会 加 盟 館 名 簿
令和元年 ７月１日

大 学 名 〒 所 在 地 電 話

1 兵庫教育大学 673-1494 加東市下久米９４２－１ 0795-44-2061

2 神戸大学 657-8501 神戸市灘区六甲台町２－１ 078-803-7315

3 海技大学校 659-0026 芦屋市西蔵町１２－２４ 0797-38-6220

4 神戸市外国語大学 651-2187 神戸市西区学園東町９丁目１ 078-794-8151

5 神戸市看護大学 651-2103 神戸市西区学園西町３丁目４ 078-794-8090

6 兵庫県立大学 651-2197 神戸市西区学園西町８－２－１ 078-794-5590

7 芦屋大学 659-8511 芦屋市六麓荘町１４－１０ 0797-23-0664

8 大手前大学･大手前短期大学 662-8552 西宮市御茶家所町６－４２ 0798-32-5015

9 関西看護医療大学 656-2131 淡路市志筑１４５６－４ 0799-60-1236

10 関西国際大学 673-0521 三木市志染町青山１－１８ 0794-84-3504

11 関西福祉大学 678-0255 赤穂市新田３８０－３ 0791-46-2506

12 関西学院大学 662-8501 西宮市上ケ原一番町１－１５５ 0798-54-6121

13 甲子園大学 665-0006 宝塚市紅葉ガ丘１０－１ 0797-87-8023

14 甲南大学 658-8501 神戸市東灘区岡本８丁目９－１ 078-435-2731

15 甲南女子大学 658-0001 神戸市東灘区森北町６－２－２３ 078-413-3097

16 神戸医療福祉大学 679-2217 神崎郡福崎町高岡１９６６－５ 0790-24-2134

17 神戸海星女子学院大学 657-0805 神戸市灘区青谷町２丁目７－１ 078-805-0611

18 神戸学院大学 651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬５１８ 078-974-4594

19 神戸芸術工科大学 651-2196 神戸市西区学園西町８－１－１ 078-794-5045

20 神戸国際大学 658-0032 神戸市東灘区向洋町中９－１－６ 078-845-3344

21 神戸松蔭女子学院大学 657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町１－２－１ 078-882-6125

22 神戸女学院大学 662-8505 西宮市岡田山４－１ 0798-51-8565

23 神戸女子大学 654-8585 神戸市須磨区東須磨青山２－１ 078-737-2326
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大 学 名 〒 所 在 地 電 話

24 神戸親和女子大学 651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町７丁目１３－１ 078-591-3595

25 神戸常盤大学 653-0838 神戸市長田区大谷町２－６－２ 078-940-2475

26 神戸薬科大学 658-8558 神戸市東灘区本山北町４丁目１９－１ 078-441-7512

27 神戸山手大学・神戸山手短期大学 650-0006 神戸市中央区諏訪山町３－１ 078-362-6633

28 園田学園女子大学 661-8520 尼崎市南塚口町７－２９－１ 06-6429-9931

29 宝塚大学 665-0803 宝塚市花屋敷つつじガ丘７－２７ 072-756-1231

30 姫路大学 671-0101 姫路市大塩町２０４２－２ 079-247-7396

31 姫路獨協大学 670-8524 姫路市上大野７丁目２－１ 079-223-6506

32 兵庫大学 675-0195 加古川市平岡町新在家２３０１ 079-427-9981

33 兵庫医科大学 663-8501 西宮市武庫川町１－１ 0798-45-6289

34 武庫川女子大学 663-8558 西宮市池開町６－４６ 0798-45-3532

35 流通科学大学 651-2188 神戸市西区学園西町３－１ 078-794-2130

36 神戸教育短期大学 653-0862 神戸市長田区西山町２丁目３－３ 078-798-6826

37 神戸女子大学・神戸女子短期大学 650-0046 神戸市中央区港島中町４－７－２ 078-303-4721

38 産業技術短期大学 661-0047 尼崎市西昆陽１丁目２７－１ 06-6431-7028

39 頌栄短期大学 658-0065 神戸市東灘区御影山手１－１８－１ 078-842-7093

40 東洋食品工業短期大学 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３－２ 072-759-4221

41 豊岡短期大学 668-8580 豊岡市戸牧１６０ 0796-22-6361

42 姫路日ノ本短期大学 679-2151 姫路市香寺町香呂８９０ 079-232-4140

43 湊川短期大学 669-1342 三田市四ツ辻１４３０ 079-568-1738
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兵 庫 県 大 学 図 書 館 協 議 会 規 約

（名 称）

第１条 この会は、兵庫県大学図書館協議会という。

（会 員）

第２条 この会は、兵庫県内の大学及び短期大学の図書館（以下「大学図書館」という。）をもっ

て会員とし、その入・退会は総会にはかる。

（目 的）

第３条 この会は大学図書館の管理・運営に関して、連絡・協議・調査研究を行い、もって大学図

書館の充実・発展を期することを目的とする。

（事 業）

第４条 この会は前条の目的を達成するため研究会・研修会等、必要な事業を行う。

（役 員）

第５条 この会に会長館、副会長館及び監事館をおく。

２ 役員は総会において選出し、任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

３ 会長館は会を代表し、会務を行ない、副会長館は会長館を補佐する。

（総 会）

第６条 総会は会長館が招集し、年１回開くこととする。ただし、必要あるときは臨時に総会を開くこと

ができる。

２ 総会の運営は、会場館の協力を得て、役員館が行なう。

（企画委員会）

第７条 この会の目的及び事業を遂行するため、企画委員会をおく。

２ この委員会は、会長館、副会長館及び総会において選出された会員館をもって構成し、会長館

がこれを招集する。

（会 計）

第８条 この会の経費は会費（年額 8,000円）その他をもってあて、会計年度は4月1日から翌年3月

31日までとする。

（監 査）

第９条 監事館は、協議会の会計を監査する。

（規約の変更）

第10条 この規約は、総会の承認を経て変更することができる。

（雑 則）

第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会が定める。

附 則
（施行期日）

１ この規約は、昭和46年 5月24日から施行する。
（旧会則の廃止）

２ 兵庫県大学図書館協議会会則（昭和22年 7月19日制定）は、これを廃止する。
（経過措置）

３ 兵庫県大学図書館協議会会則によって認められた職員研修委員会は、この規約第６条により置か
れたものとみなす。

附 則
この改正規約は、昭和56年 4月 1日から施行する。

附 則（一部改正）
この規約は、昭和59年 4月 1日から施行する。

附 則
この規約は、昭和63年 4月 1日から施行する。

＜申し合わせ＞
１．第５条の役員のうち副会長館は１館、監事館は１館とする。
２．企画委員会の構成は、協議会の活動に多様な意見を反映させるため、原則として国公立大学

２館、私立大学３館、短期大学１館とする。ただし、大学種別ごとの選出が難しい場合はこ
の限りではない。

３．企画委員の任期は、３年を原則とする。
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兵 庫 県 大 学 図 書 館 協 議 会

令和元年度役員館・企画委員館名簿

（任期 平成３０～令和２年度）

○ 役 員 館

会 長 館 神戸大学

副会長館 関西学院大学 （会計担当）

監 事 館 武庫川女子大学

○ 企画委員館

国公立大学 神戸大学

神戸市外国語大学

私立大学 関西学院大学

武庫川女子大学

神戸松蔭女子学院大学

短期大学 東洋食品工業短期大学
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兵 庫 県 大 学 図 書 館 協 議 会
平 成 ３ ０ 年 度 事 業 報 告

Ⅰ 総会の開催（第１１７回）
日 程： 平成３０年７月２７日（金）
当番館： 神戸芸術工科大学
会 場： 神戸芸術工科大学 本館３階Ａ３０５大会議室
参加者： ３０大学 ３９名

Ⅱ 事 業
（３０年度研修担当館： 関西学院大学、神戸松蔭女子学院大学）

◆ 研 修 会
「大学・短大図書館でイベントを企画しよう！」

日 程： 平成３０年１１月２１日（水）
会 場： 関西学院大学図書館３階グループ閲覧室
参加者： ３２名（１９機関）

◆ 施 設 見 学 会
日 程： 平成３０年１２月１２日（水）
会 場： 近畿大学中央図書館・ビブリオシアター
参加者： ３８名（１８機関）

◆ 加盟館名簿・相互協力便覧ファイルの作成

◆ 協議会ホームページの維持
総会、研究会、講演会の要旨公開など

（※次ページへ続く）

9



Ⅲ 役員会等の開催

◆ 役員会・企画委員会合同会議
日 時： 平成３０年４月 ６日（金）１５：００～
会 場： 神戸大学社会科学系図書館６階 会議室
議 事： １）平成２９年度（第１１６回）総会について

２）平成３０年度（第１１７回）総会について
３）平成２９年度協議会事業報告(案)及び決算報告(案)について
４）平成３０年度協議会事業計画(案)及び予算(案)について
５）２０１９（平成３１）年度（第１１８回）総会の

当番館について
６）総会協議事項・承合事項
７）加盟館間の相互利用に関する提案と

アンケート結果の扱いについて
８）２０２１（平成３３）年度以降の企画委員館

選出方法の見直しについて（提案）
９）その他

◆ 企画委員会
日 時： 平成３０年５月１１日（金）１５：００～
会 場： 神戸芸術工科大学 本館３階 Ａ３０５大会議室
議 事： １）平成２９年度（第１１６回）総会について

２）平成３０年度（第１１７回）総会について
３）平成２９年度協議会事業報告(案)及び決算報告(案)について
４）平成３０年度協議会事業計画(案)及び予算(案)について
５）２０１９（平成３１）年度（第１１８回）総会の

当番館について
６）総会協議事項・承合事項について
７）加盟館間の相互利用に関する提案と

アンケート結果について
８）２０２１（平成３３）年度以降の企画委員館

選出方法の見直しについて（提案）
９）その他
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1

平成３０年度（第１１７回） 

兵庫県大学図書館協議会総会議事要録 

   日 時： 平成３０年７月２７日（金）午後１時３０分～午後４時１５分 

場 所： 神戸芸術工科大学 本館３階 A３０５大会議室

   参加者：  ３０大学 ３９名 

１．開  会  当番館（神戸芸術工科大学 武藤 情報図書館ｻﾌﾞ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）の司会により開会 

２．当番館挨拶 神戸芸術工科大学 齊木崇人 学長、 

花田佳明 情報図書館館長 

３．会長挨拶 神戸大学 萩原泰治 附属図書館長 

４．議長選出 神戸芸術工科大学 花田佳明 情報図書館館長を選出 

議長補助として 神戸大学 北村 附属図書館事務部長を選出 

５．報告事項 

（１）平成２９年度事業報告について

会長館（神戸大学）から、配付資料に基づいて報告があった。

（２）大学図書館関係活動報告について

会長館から、各団体の活動が紹介されているホームページのＵＲＬを配付資料に掲載している

ので、直接参照してもらうよう説明があった。

（３）加盟館間の相互利用に関する提案とアンケート結果について

会長館から、配付資料に基づいてアンケートの実施経緯ならびにその結果についての報告があ

った。今回の提案についてはこのアンケート結果の報告をもって結論に代えさせていただくこ

ととし、拍手をもって承認された。

６．協議事項 

（１）平成２９年度決算報告について

（２）平成２９年度会計監査報告について

会計担当館（関西学院大学）から決算報告について、配付資料に基づいて説明があった。引き

続き監事館（武庫川女子大学）から会計監査結果について、適切に執行されている旨報告があ

り、原案どおり承認された。

（３）平成３０年度事業計画（案）について

研修事業担当館（関西学院大学）から、配付資料に基づいて研修会と施設見学会の提案があり、

原案どおり承認された。また企画委員会（代表：神戸大学）から、配付資料に基づいてその他

の事業計画について説明があった。

（４）平成３０年度予算（案）について

会計担当館から、配付資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

（５）２０１９（平成３１）年度（第１１８回）総会当番館について

企画委員会から、園田学園女子大学を候補館とする企画委員会提案が示され、承認された。開

催は今年度同様７月最終週で考えている。

（６）２０２１（平成３３）年度以降の企画委員館選出方法の見直しに伴う
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2

「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせの変更について 

会長館から、配付資料に基づいて提案の説明があった。平成３０～３２年度までの企画委員館

については昨年度総会で既に決定しており、その後の選出方法について見直しを検討し、 

「大学の種別に関わらず、全館から３館選び、３年任期とする」こと、それにあわせて規約の

申し合わせ２．を変更することを事前に提案したものであった。総会当日欠席の館にはあらか

じめ「総会出欠票」にて承認の可否・意見の提出を依頼し、欠席大学１２館すべて「承認」（意

見なし）であった。事前提案の内容について、関西福祉大学より修正提案の発言があり、「継

続協議」の希望が出された。また産業技術短期大学からも選出方法についての意見が出された。

これらの意見を踏まえて会長館から「継続協議」の提案を行い、拍手をもって承認された。な

お、「継続協議」の場合でも、今後１年以内に決定し、遅くとも次年度の総会にて承認の予定

である。「継続協議」の詳細については後日事務局より改めてメールにて連絡予定である。 

７．承合事項 

 承合事項について、総会資料の冊子とは別に「承合事項」の冊子が配付されている旨、議長より説

明があった。 

事前に照会していた承合事項は以下の３点である。 

１）特色ある選書について

２）図書館システム（機関リポジトリ・デジタルアーカイブ等を含む）について

３）卒業生・一般市民等に対する取り組みについて

回答内容について、はじめに会長館から概要の説明があり、次いで質疑応答と事例報告が行われた。 

（１）特色ある選書について

 大学生協書籍部と連携した学生希望図書受付サービス「こうのとり」について、甲南大学から

事例の報告があった。

 電子投票による新刊書の選書について、宝塚大学から事例の報告があった。

（２）図書館システム（機関リポジトリ・デジタルアーカイブ等を含む）について

 図書館システム担当者の有無、運用・管理体制について、神戸大学からシステム担当者がいる

場合について事例の報告があった。

 クラウド使用の有無について会場に挙手アンケートを実施し、クラウド使用のメリット・デメ

リットについて大手前大学・大手前短期大学から事例の報告があった。

 図書館システムリプレイスの頻度について会場に挙手アンケートを実施した。リース更新にあ

わせてのリプレイスが最も多く、会場の大半を占めた。

 遡及登録した場合の紙媒体の原簿の取扱いについて、会場に挙手アンケートを実施した。ほと

んどの館が原簿については継続して保管していた。一方、図書目録カードについては遡及目録

が終わった時点で廃棄している館が多かった。

 電子書籍貸出について、導入している武庫川女子大学、関西国際大学から事例の紹介があった。 

（３）卒業生・一般市民等に対する取り組みについて

 一般市民等への開放について、神戸学院大学から事例の報告があった。

以 上 
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大 学 図 書 館 関 係 活 動 報 告 

関 連 Ｕ Ｒ Ｌ 一 覧 

①国立大学図書館関係

◇国立大学図書館協会 HP

https://www.janul.jp/ 

②公立大学図書館関係

◇公立大学協会図書館協議会 HP

http://www.japul.org/ 

③私立大学図書館関係

◇私立大学図書館協会 HP

http://www.jaspul.org/ 
・西地区部会 HP

http://www.jaspul.org/west/index.html
・阪神地区協議会 HP

http://www.jaspul.org/w-kyogikai/hanshin/

④私立短期大学図書館関係

◇私立短期大学図書館協議会

https://shitantokyo.org/ 
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平成 31 年 4 月  1 日 

兵庫県大学図書館協議会加盟館図書館長 殿

兵庫県大学図書館協議会会長

神戸大学附属図書館長 

冨 山 明 男

[公印省略]  

２０２１年度以降の企画委員館選出方法の見直し及び 

「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせの変更について 

（継続協議提案意見集約結果報告） 

 平成３０年１２月１４日付文書にて依頼いたしました標記の件につきまして、ご協力い

ただき誠にありがとうございました。

意見照会及び意見集約の結果、下記のとおり承認されましたのでご報告いたします。こ

れにより、２０２１（令和３）年度以降の企画委員館選出方法については別紙のとおりと

します。あわせて「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせ、「研修会等の実施について

（申し合わせ）」（平成２７年７月１日付）を変更いたします。

記 

継続協議提案事項：

２０２１年度以降の企画委員館選出方法の見直し及び

「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせの変更について

意見照会及び意見集約結果：

全会一致にて承認（但し、「選出時の考慮点」最終項目追加）

なお、意見照会の回答において、いくつかの加盟館より貴重なご意見やご要望

をいただきました。今後の企画委員館選出時に考慮点とあわせて対応させていた

だく予定です。

以  上 

15



平成 31 年 4 月 1 日 

２０２１年度以降の企画委員館選出方法について 

兵庫県大学図書館協議会

兵庫県大学図書館協議会における、企画委員館の選出方法については、下記のとおりに

おこなうものとする。

記

「可能な限り様々な大学種別から選出し、協議会の活動に多様な意見を反映させる」

ことを大原則とするが、それが難しい場合には状況に応じて柔軟に対応出来るようにす

る。選出時には下記の点を考慮し、役員館・企画委員館で協議したうえで候補館に内諾

を得たのち、総会にて承認を得る。

【選出時の考慮点】

 加盟館名簿により大学の規模、所在地、職員数等を考慮すること

 他団体等の役員と重ならないようにすること

 大規模工事等、大学の諸事情も情報が入っていれば考慮すること

 候補館が既に企画委員館を担当していた場合は、前回から相当期間が経過

していることを確認すること

 大学種別ごとの選出が難しい場合は、大学種別に関わらず選出するが、そ

の場合も出来る限り多様な大学種別からの選出を目指すこと

 候補館の職員について、司書が専任でない場合は選出の際に配慮する

附記 上記方法については、２０２１（令和３）年度の企画委員館選出時から適用する。
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兵庫県大学図書館協議会規約（申し合わせ）新旧対照表

（新）

第 1条～第 11 条 (略)

申し合わせ 

1．第 5条の役員のうち副会長館は 1館、監事館は 1

館とする。 

2．企画委員会の構成は、協議会の活動に多様な意見

を反映させるため、原則として国公立大学 2館、

私立大学 3館、短期大学 1 館とする。ただし、大

学種別ごとの選出が難しい場合はこの限りではな

い。 

3．企画委員の任期は、3年を原則とする。 

（旧）

第 1条～第 11 条 (略)

申し合わせ 

1．第 5条の役員のうち副会長館は 1館、監事館は 1

館とする。 

2．企画委員会の構成は、国公立大学 2館、私立大学

3館、短期大学 1館とする。 

3．企画委員の任期は、3年を原則とする。 
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兵庫県大学図書館協議会における研修会等の実施について（申し合わせ）新旧対照表

（新）

１．研修会等の種類と開催 

（１）～（３） (略)

（１）（２）のいずれかを年１回開催する。種類は

企画担当館が自由に選択できる。 

（３）を隔年で１回程度開催する。新築の図書館に

ついては、随時対象とできる。 

２．～ ３．（略） 

附記 この申し合わせは、平成３１年４月１日から

実施する。 

（旧）

１．研修会等の種類と開催 

（１）～（３） (略)

（１）（２）のいずれかを年１回開催する。種類は

企画担当館が自由に選択できる。 

（３）を隔年で１回開催する。新築の図書館につい

ては、隔年に限らず随時対象とできる。 

２．～ ３．（略） 
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平成 30 年 12 月 14 日 

兵庫県大学図書館協議会加盟館図書館長 殿

兵庫県大学図書館協議会会長

神戸大学附属図書館長 

萩 原 泰 治

[公印省略]  

２０２１年度以降の企画委員館選出方法の見直し及び 

「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせの変更について（依頼） 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く

御礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきましては５月２３日付事前依頼にて加盟館の皆様にご意見を伺い、

７月２７日総会の場にて審議したところですが、審議の結果「継続協議」となりました。

 つきましては、下記日程にて引き続き協議させていただきたく存じます。ご協力のほど、

よろしくお願い申し上げます。

記 

１．意見照会：平成３０年１２月１７日（月） ～ 平成３１年 １月３１日（木）

（※ 修正提案の内容について、賛成もしくは修正希望の有無を必ずお返事ください）

２．意見集約：平成３１年 ２月 １日（金） ～ 平成３１年 ２月２８日（木）

（※ １．の意見照会時の回答をもとに調整させていただきます）

３．意見集約結果報告、採決：

平成３１年 ３月 １日（金） ～ 平成３１年 ３月１５日（金）

４． 終報告：平成３１年度総会（2019 年 7 月 終週予定） 

以 上 

お問い合わせ先

兵庫県大学図書館協議会事務局

（神戸大学附属図書館企画係）

〒657-8501 

神戸市灘区六甲台町２－１

Tel：078-803-7315 

E-mail：kikaku@lib.kobe-u.ac.jp
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2 

平成 30 年 12 月 14 日 

２０２１年度以降の企画委員館選出方法の見直し及び 

「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせの変更について（継続協議提案） 

１．現状と総会前事前提案までの経緯

兵庫県大学図書館協議会の企画委員館については、

「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせ（別紙 1）に則り下記表の内訳で選出し

てきた。

これは、様々な大学種別から満遍なく選出することで、協議会の活動に多様な意見を

反映させるためであったと考えられる。年度別の一覧は別紙 2 のとおりである。 

＜企画委員会の構成＞  ※緑色＝「役員館兼企画委員館」（固定）、黄色＝「企画委員館」（3 年任期）

＜企画委員館の任務分担（参考）＞

 役員会・企画委員会合同会議（4 月 1 回開催）、企画委員会（5 月 1 回開催）への出席（3 年間）

 役員館と企画委員館 1 館ずつペアの組となり、それぞれが 3 年任期のうちの 1 年を担当し、研修事

業を企画実施する。（詳細は別紙 3）

 研修事業等の運営について、メール等での相談（随時）

＜企画委員館選出作業の流れ＞  ※任期の最終年度（3 年目）に次期企画委員館を選出 

下記の点を考慮しつつ、企画委員館から次期候補を推薦し役員館・企画委員館で検討、内諾を得たのち

総会にて承認。 

【選出時の考慮点】

 加盟館名簿から大学の規模、所在地、職員数等により絞り込み

 他団体等の役員と重ならないようにする

 大規模工事等、大学の諸事情も情報が入っていれば考慮する

 別紙 2 の表で担当回数、頻度等を確認し、なるべく担当していないところを優先する

しかし、公立大学と短期大学については元々の館数が非常に少なく（公立大学＝4、

短期大学＝8）、依頼の間隔が短くなっており、負担感、不平等感が増している。また

近年の職場環境等の変化（専任職員の減少、外注化等）に伴い、小規模大学にとって

は企画委員館を担当することが大変難しい状況となっている。

そこで、2021 年度以降の企画委員館選出方法の見直しを事務局から提案し、平成

30 年度総会前に事前提案文書として加盟館宛に送付した。（別紙 4：5/23 付）欠席大

学 12 館からの回答はすべて「承認」、個別意見なしであった。 

大学種別と館数 1 2 3

国公立大学（2 館） 国立＝会長館（神戸大学） 国公立大学から 1 館選出 

私立大学 （3 館） 副会長館（関西学院大学） 監事館（武庫川女子大学） 私立大学から 1 館選出 

短期大学 （1 館） 1 館選出 
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２．平成 30 年度（第 117 回）兵庫県大学図書館協議会総会（7/27 開催）での審議 

（１）総会提案内容（別紙 5）

I. 選出方法：大学の種別に関わらず、全館から企画委員館を３館選び、３年任期と

する

 企画委員会は選出された３館と役員館の計６館で構成する。

 毎年の研修等は役員館１館と、選出された３館のうちの１館 計２館ず

つの交替で３年間務める。

II. 選出方法の見直しに伴い、「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせ２．を下

記のように変更する。

２．企画委員会の構成は、国公立大学２館、私立大学３館、短期大学１館とする。

→ 企画委員会の構成は、大学の種別を問わず６館とする。

（２）総会での意見 ※発言を事務局まとめ

① 修正提案（関西福祉大学から）

 企画委員館を担当することが難しいという状況は理解できるが、私立大学も担当回数が少ない

とはいえ状況としては同様である。出来れば公立大学には現行のまま担当してほしい。

 負担を軽くすることが目的であるなら、施設見学会の回数（＝隔年で１回）を「不定期に実施」に

変更することも検討してはどうか。

 「多様な意見を反映させる」ことを尊重しつつ負担を減らすために、短期大学を隔回とし、短期大

学が担当しない年は私立大学が担当するという方法は検討できないか。

 可能であれば一旦持ち帰って検討させていただきたい。

② 短期大学の立場からの意見（産業技術短期大学から）

 短期大学の厳しい現状を考慮してご提案いただき感謝する。短期大学では 1 人職場となってい

る図書館も多く、総会への出席や研修への参加、企画委員館を担当することが困難な館が増え

ている。

 しかし、多様な意見を反映させるという意味では短期大学が企画委員館を担当しないのもいか

がなものかと思う。

 何か明確な決め方があれば良いが。。。

上記の 2 意見を踏まえて会長館及び議長から「継続協議」の提案を行い、拍手を

以て承認された。なお、「継続協議」の場合でも、今後 1 年以内に決定し、遅くと

も次年度の総会にて承認の予定である旨議長から説明があった。（別紙 6） 
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３．修正提案

元々の提案に総会での意見を反映し、下記の案を加盟館に修正提案する。

I. 企画委員館の選出方法について

「可能な限り様々な大学種別から選出し、協議会の活動に多様な意見を反映させ

る」ことを大原則とするが、それが難しい場合には状況に応じて柔軟に対応出来る

ようにする。選出時には下記の点を考慮し、役員館・企画委員館で協議したうえで

候補館に内諾を得たのち、総会にて承認を得る。

【選出時の考慮点】

 加盟館名簿により大学の規模、所在地、職員数等を考慮すること

 他団体等の役員と重ならないようにすること

 大規模工事等、大学の諸事情も情報が入っていれば考慮すること

 候補館が既に企画委員館を担当していた場合は、前回から相当期間が経過

していることを確認すること

 大学種別ごとの選出が難しい場合は、大学種別に関わらず選出するが、そ

の場合も出来る限り多様な大学種別からの選出を目指すこと

II. 「兵庫県大学図書館協議会規約」申し合わせの変更案

上記 I. の選出方法を踏まえて、下記の変更を提案する。

２．企画委員会の構成は、協議会の活動に多様な意見を反映させるため、原則

として国公立大学２館、私立大学３館、短期大学１館とする。ただし、大

学種別ごとの選出が難しい場合はこの限りではない。

III. 「研修会等の実施について（申し合わせ）」の変更案

企画委員館の負担軽減のために、下記の変更を提案する。

（３）施設見学会

（３）を隔年で１回程度開催する。新築の図書館については、隔年に限らず随時

対象とできる。

以 上
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兵 庫 県 大 学 図 書 館 協 議 会 規 約

（名 称）

第１条 この会は、兵庫県大学図書館協議会という。

（会 員）

第２条 この会は、兵庫県内の大学及び短期大学の図書館（以下「大学図書館」という。）をもっ

て会員とし、その入・退会は総会にはかる。

（目 的）

第３条 この会は大学図書館の管理・運営に関して、連絡・協議・調査研究を行い、もって大学図

書館の充実・発展を期することを目的とする。

（事 業）

第４条 この会は前条の目的を達成するため研究会・研修会等、必要な事業を行う。

（役 員）

第５条 この会に会長館、副会長館及び監事館をおく。

２ 役員は総会において選出し、任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

３ 会長館は会を代表し、会務を行ない、副会長館は会長館を補佐する。

（総 会）

第６条 総会は会長館が招集し、年１回開くこととする。ただし、必要あるときは臨時に総会を開くこと

ができる。

２ 総会の運営は、会場館の協力を得て、役員館が行なう。

（企画委員会）

第７条 この会の目的及び事業を遂行するため、企画委員会をおく。

２ この委員会は、会長館、副会長館及び総会において選出された会員館をもって構成し、会長館

がこれを招集する。

（会 計）

第８条 この会の経費は会費（年額 8,000円）その他をもってあて、会計年度は4月1日から翌年3月

31日までとする。

（監 査）

第９条 監事館は、協議会の会計を監査する。

（規約の変更）

第10条 この規約は、総会の承認を経て変更することができる。

（雑 則）

第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会が定める。

附 則
（施行期日）

１ この規約は、昭和46年 5月24日から施行する。
（旧会則の廃止）

２ 兵庫県大学図書館協議会会則（昭和22年 7月19日制定）は、これを廃止する。
（経過措置）

３ 兵庫県大学図書館協議会会則によって認められた職員研修委員会は、この規約第６条により置か
れたものとみなす。

附 則
この改正規約は、昭和56年 4月 1日から施行する。

附 則（一部改正）
この規約は、昭和59年 4月 1日から施行する。

附 則
この規約は、昭和63年 4月 1日から施行する。

＜申し合わせ＞
１．第５条の役員のうち副会長館は１館、監事館は１館とする。
２．企画委員会の構成は、協議会の活動に多様な意見を反映させるため、原則として国公立大学

２館、私立大学３館、短期大学１館とする。ただし、大学種別ごとの選出が難しい場合はこ
の限りではない。

３．企画委員の任期は、３年を原則とする。
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平成２７年７月１日  

平成３１年４月１日改訂

兵庫県大学図書館協議会における研修会等の実施について（申し合わせ）

兵庫県大学図書館協議会企画委員会 

 兵庫県大学図書館協議会における、研究会（講演会）、研修会、施設見学会といった研修事業（以

下「研修会等」という）の実施については、下記のとおりに従うものとする。

記

１．研修会等の種類と開催

研修会等の種類は以下のとおりとする。

（１）研究会（講演会）：

情報学・図書館学関係の研究者等による講演会や職員による事例報告やパネルディスカッション

の類、またこれらを複数含むものを指す。

（２）研修会：

情報検索技法、プレゼンテーション技法、資料補修など、演習を含む実務に即した研修やワーク

ショップの類を指す。

（３）施設見学会：

図書館、博物館、文書館、資料館を対象とする。

（１）（２）のいずれかを年１回開催する。種類は企画担当館が自由に選択できる。

（３）を隔年で１回程度開催する。新築の図書館については、随時対象とできる。

２．研修会等の任務分担

（１）企画委員館

現在、企画委員館は会長館を含め６館であり、任期は３年である。２館ずつ組となり、それぞれ

が３年任期のうちの１年を担当する。企画委員館の組合せと各組の担当年の順番は、任期中１年

目の最初の企画委員会にて決める。

（２）企画担当館

企画担当館となった２館は、協力して企画、運営、開催を行う。以下の作業がある。

・会場館を決定する（研究・研修会の場合）／見学先を決定する（施設見学会の場合）

企画担当館のいずれかが会場館となるのが基本だが、他の加盟館で開催することもできる。

・講師、報告者、発表者等もしくは見学館との連絡調整をおこなう

・開催通知に必要な資料（通知文案を含む）を作成する

・参加申し込みの受付をおこない名簿を作成する

・必要に応じて配付資料を作成する
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印刷は２館のうちの主たる担当館がおこなう。

・当日の設営、運営責任を担う

・必要に応じてアンケート調査をおこなう

・実施結果を会長館に報告する

（３）会長館

会長名での文書発送の都合上、講師派遣依頼と開催通知の発送は、会長館がおこなう。

開催通知については、定員に余裕のある場合は加盟館のみならず、大学図書館近畿イニシアティ

ブ（以下近畿イニシアと略）と兵庫県図書館協会にも送付して参加者を募る。

また会長館は、実施結果報告を協議会ＨＰに掲載する。

（４）副会長館（会計担当）

副会長館は、企画担当館と連絡調整の上、謝金と交通費を招聘した講師に、研修会等開催経費を

主たる担当館に払出す。

３．開催経費

（１）研究・研修会運営経費

年度予算から２０万円を充当する。この予算内で、以下のとおり支払うこととする。

１）研究会・研修会開催費

主たる企画担当館に３万円支払う。

開催に際しては、湯茶の接待は行わない、看板等の作成も最小限にとどめるなど、経費節減と簡

素化に努め、開催に伴う負担を軽減する。

経費に不足が生じる場合は、事前に申告を受け、会長館と副会長館による審査の上、予備費から

不足額を支払う。

２）講師謝金

講師には２万５千円支払う。

所要時間５０分未満の、事例報告やその他発表の類をおこなう招聘者には１万円支払う。

３）講師の交通費

外部講師（所要時間５０分未満の事例報告やその他発表の類をおこなう招聘者も含む）の交通費

は、近畿圏からは５千円、東京圏からは４万５千円支払う。

上記に含まれない地域からの講師については、実費等を勘案して、会長館と副会長館による協議

の上額を決定して支払う。

（２）施設見学会経費

年度予算から１万円を充当し、企画担当館に支払う。

附記 この申し合わせは、平成２７年７月１日から実施する。

附記 この申し合わせは、平成３１年４月１日から実施する。
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兵庫県大学図書館協議会加盟館（新旧）

旧 平成30(2018)年度 新 令和元(2019)年度

1 兵庫教育大学 1 兵庫教育大学
2 神戸大学 2 神戸大学
3 海技大学校 3 海技大学校
4 神戸市外国語大学 4 神戸市外国語大学
5 神戸市看護大学 5 神戸市看護大学
6 兵庫県立大学 6 兵庫県立大学
7 芦屋大学 7 芦屋大学
8 大手前大学･大手前短期大学 8 大手前大学･大手前短期大学
9 関西看護医療大学 9 関西看護医療大学

10 関西国際大学 10 関西国際大学
11 関西福祉大学 11 関西福祉大学
12 関西学院大学 12 関西学院大学
13 甲子園大学 13 甲子園大学
14 甲南大学 14 甲南大学
15 甲南女子大学 15 甲南女子大学
16 神戸医療福祉大学 16 神戸医療福祉大学
17 神戸海星女子学院大学 17 神戸海星女子学院大学
18 神戸学院大学 18 神戸学院大学
19 神戸芸術工科大学 19 神戸芸術工科大学
20 神戸国際大学 20 神戸国際大学
21 神戸松蔭女子学院大学 21 神戸松蔭女子学院大学
22 神戸女学院大学 22 神戸女学院大学
23 神戸女子大学 23 神戸女子大学
24 神戸親和女子大学 24 神戸親和女子大学
25 神戸常盤大学 25 神戸常盤大学
26 神戸薬科大学 26 神戸薬科大学
27 神戸山手大学・神戸山手短期大学 27 神戸山手大学・神戸山手短期大学
28 園田学園女子大学 28 園田学園女子大学
29 宝塚大学 29 宝塚大学
30 姫路大学 30 姫路大学
31 姫路獨協大学 31 姫路獨協大学
32 兵庫大学 32 兵庫大学
33 兵庫医科大学 33 兵庫医科大学
34 武庫川女子大学 34 武庫川女子大学
35 流通科学大学 35 流通科学大学
36 神戸女子大学・神戸女子短期大学 36 神戸教育短期大学（※旧 夙川学院短期大学）
37 産業技術短期大学 37 神戸女子大学・神戸女子短期大学
38 夙川学院短期大学（※2019年4月改名） 38 産業技術短期大学
39 頌栄短期大学 39 頌栄短期大学
40 東洋食品工業短期大学 40 東洋食品工業短期大学
41 豊岡短期大学 41 豊岡短期大学
42 姫路日ノ本短期大学（※退会） 42 湊川短期大学
43 湊川短期大学
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兵 庫 県 大 学 図 書 館 協 議 会
令和元年度事業計画（案）

企画委員会

Ⅰ 令和元年度総会の開催（第１１８回）
日 時： 令和元年 ７月２６日（金）
当番館： 園田学園女子大学

Ⅱ 事 業
◆ 研修会等

○令和元年度研修会等担当館： 東洋食品工業短期大学 、
神戸大学

●研究会・研修会
日 程 ：令和元年
テーマ案：「図書館資料等へのカビ被害への対策（仮）」

会 場 ：神戸大学

●施設見学会

◆ 加盟館名簿・相互協力便覧ファイルの作成

◆ 協議会ホームページの維持
https://lib.kobe-u.ac.jp/AULH/index.html

Ⅲ 役員会等の開催

◆ 役員会・企画委員会合同会議
日 時： 平成３１年４月１２日（金）
会 場： 神戸大学社会科学系図書館６階会議室

◆ 企画委員会
日 時： 令和元年５月１０日（金）
会 場： 園田学園女子大学

Ⅳ そ の 他
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収　入　の　部 (単位：円）

項　　目 令和元年度 平成３０年度 増減 備　　　考

前 年 度 繰 越 金 739,151 625,145 114,006

会 費 収 入 336,000 344,000 -8,000 @8,000×42館

預 金 利 子 10 10 0

合　　計 1,075,161 969,155 106,006

支　出　の　部

項　　目 令和元年度 平成３０年度 増減 備　　　考

事　業　費

① 総 会 開 催 経 費 50,000 50,000 0 総会当番校へ

②研修・研究会運営経費 200,000 200,000 0
研修・研究会会場経費、
講演者関連経費等

③ 施 設 見 学 会 経 費 0 10,000 -10,000
施設見学会企画委員館へ
隔年実施のため、令和元
年度は実施しない

役 員 会 運 営 経 費 70,000 70,000 0 会長館へ

予 備 費 755,161 639,155 116,006

合　　　計 1,075,161 969,155 106,006

　

兵庫県大学図書館協議会
  令和元年度予算（案）

会計担当館：関西学院大学図書館
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令和２年度(第１１９回)総会当番館について

（企画委員会提案）

＜提案理由＞

総会当番館は、およそ三宮を中心として、東西に分け、交互に開催してきている。
今年度は、東地区として、園田学園女子大学にお願いしているが、来年度は西地区から
当番館を選出したい。
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兵 庫 県 大 学 図 書 館 協 議 会 の 総 会 当 番 校 回 数 一 覧 表

国・公立(含独立行政法人)大学 開催回（開催年度）

大学名 回 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 85(S61)

2 2 3 7 16 28 44 76(S55) 100(H13)

27 43 69(S52)

3 5 12 38

4 6 17 25 39 57 74(S54) 86(S62) 107(H20)

5

6 113(H26)

8 18 32 50 97(H10)

15 31 48 66(S50) 75(S55) 99(H12)

私立大学

大学名 回 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 73(S54)

8 54 80(S57) 108(H21)

9

10

11

12 1 11 21 34 51 78(S56) 89(H2) 112(H25)

13

14 22 35 56 87(S63) 104(H17)

15 55 68(S51) 92(H5)

16

17

18 37 67(S51) 77(S56) 95(H8) 111(H24)

19 117(H30)

20 116(H29)

神戸学院大学

　（神戸学院女子短期大学）

神戸芸術工科大学

甲子園大学

甲南大学

甲南女子大学

神戸海星女子学院大学

関西国際大学

関西福祉大学

神戸国際大学

兵庫県立大学

　（神戸商科大学）

　（神戸市看護大学短期大学部）

関西学院大学

神戸医療福祉大学（近畿医療福祉大
学、姫路学院女子短期大学）

　（姫路工業大学）

　（兵庫県立看護大学）

芦屋大学

大手前大学・大手前短期大学

関西看護医療大学（順心会看護医療大学）

兵庫教育大学

神戸大学

　（神戸商船大学）

海技大学校

神戸市外国語大学

神戸市看護大学
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大学名 回 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 58 79(S57) 110(H23)

22 10 19 36 53 106(H19)

23 90(H3) 115(H28)

24 63(S49) 70(S52) 103(H16)

25 88(H元)

26 4 13 26 41 81(S58)

27 49 101(H14)

72(S53) 94(H7)

28 61(S48) 83(S59) 96(H9) 118(R1)

29 102(H15)

30

31 91(H4) 105(H18)

32 62(S48) 84(S60)

33 71(S53)

34 24 46 59 98(H11) 114(H27)

35 93(H6) 109(H22)

短期大学

大学名 回 1 2 3 4 5 6 7 8 9

36

37 52

38

39

65(S50)

40

41

42

神戸女子短期大学

神戸常磐大学（神戸常磐短期大学）

宝塚大学(宝塚造形芸術大学)

姫路獨協大学

園田学園女子大学

流通科学大学

武庫川女子大学

兵庫医科大学

兵庫大学

神戸山手大学・神戸山手短期大学

湊川短期大学

産業技術短期大学

頌栄短期大学

東洋食品工業短期大学

　（聖和短期大学(聖和大学））

豊岡短期大学

姫路大学

神戸松蔭女子学院大学

神戸教育短期大学（夙川学院短期大学）

　（聖トマス大学（英知大学））

神戸女学院大学

神戸女子大学

神戸親和女子大学

神戸薬科大学
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